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(57)【要約】
　本発明は微細構造のマイクロフォンに関する。本発明
のマイクロフォンでは、平坦な支持体基板の切欠の上方
、第１の表面に電気音響変換器が支持されている。支持
体基板の第２の表面の切欠の上方には、支持体基板上に
載置されこの支持体基板と密に接合されるキャップが架
けわたされている。当該のキャップは電磁遮蔽のために
少なくとも１つの金属層を有する。当該のキャップの下
方にはマイクロフォンの機能を支援または保証する半導
体素子が配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自身を貫通する切欠を備えた平坦な支持体基板と、当該の支持体基板の第１の表面上に
配置され、切欠の少なくとも一部の上方に架けわたされた電気音響変換器と、前記第１の
表面とは反対側の第２の表面に載置され、当該の第２の表面に密に接合されて前記切欠を
覆うキャップとを有しており、
　当該のキャップは電磁遮蔽のための少なくとも１つの金属層を有する
ことを特徴とする微細構造のマイクロフォン。
【請求項２】
　前記電気音響変換器はシリコンウェハ上に形成されたＭＥＭＳ素子である、請求項１記
載のマイクロフォン。
【請求項３】
　前記キャップは多層構造を有しており、前記金属部は最も外側の層である、請求項１ま
たは２記載のマイクロフォン。
【請求項４】
　前記キャップの最も内側の層はプラスティックシートである、請求項３記載のマイクロ
フォン。
【請求項５】
　前記支持体基板の前記第１の表面にはんだ付け可能な複数のコンタクトが配置されてお
り、当該の複数のコンタクトは前記電気音響変換器の端子および／または集積された他の
素子の端子に電気的に接続されている、請求項１から４までのいずれか１項記載のマイク
ロフォン。
【請求項６】
　前記支持体基板の前記第２の表面では前記キャップの下方に少なくとも１つの電気素子
が配置されており、当該の電気素子は前記電気音響変換器に電気的に接続されており、か
つ、インピーダンス変換器、増幅器、ローパス、信号プロセッサ、Ａ／Ｄ変換器および保
護素子のうちから選択される、請求項１から５までのいずれか１項記載のマイクロフォン
。
【請求項７】
　前記支持体基板は電気的な接続線路の延在する少なくとも１つのメタライゼーション面
を有する、請求項１から６までのいずれか１項記載のマイクロフォン。
【請求項８】
　前記支持体基板は多層構造を有しており、内部に少なくとも１つの第２のメタライゼー
ション面を有しており、２つのメタライゼーション面はその間に配置された電気的な絶縁
層によって分離されており、当該の２つのメタライゼーション面間の接続はスルーコンタ
クトを介して行われる、請求項７記載のマイクロフォン。
【請求項９】
　前記電気音響変換器は音波信号の電気音響変換のための変換器電極の設けられた少なく
とも１つの圧電層を有する、請求項１から８までのいずれか１項記載のマイクロフォン。
【請求項１０】
　前記支持体基板の前記第１の表面および前記第１の電気音響変換器の一部の上に金属を
含む遮蔽層が被着されている、請求項１から９までのいずれか１項記載のマイクロフォン
。
【請求項１１】
　前記支持体基板の前記第１の表面の第２の切欠の上方に第２の電気音響変換器が配置さ
れている、請求項１から１０までのいずれか１項記載のマイクロフォン。
【請求項１２】
　前記電気音響変換器は結晶ケイ素から成るボディを有しており、該ボディは前記支持体
基板の反対側の表面に音波入力開口を有しており、該音波入力開口は金属化された多孔性
のメンブレインによって閉鎖されている、請求項１から１１までのいずれか１項記載のマ
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イクロフォン。
【請求項１３】
　ステップＡ）支持体基板の第２の表面に犠牲層を被着してパターニングし、
　ステップＢ）当該のパターニングされた犠牲層および前記支持体基板の上方に、当該の
犠牲層を包囲して前記支持体基板に密に接合される少なくとも１つのカプセル化層を形成
し、
　ステップＣ）前記第２の表面とは反対側の第１の表面に当該の支持体基板を貫通して前
記犠牲層へ達する切欠を形成し、
　ステップＤ）当該の切欠を通して前記犠牲層を除去また溶解させることにより、少なく
とも１つの前記カプセル化層から成る支柱のないキャップを形成し、
　ステップＥ）前記切欠の上方に電気音響変換器を配置する
ことを特徴とするカプセル化されたマイクロフォンの製造方法。
【請求項１４】
　前記ステップＡにおいて前記犠牲層として直接に光パターニングされているレジスト層
を用い、前記ステップＤにおいて溶剤により当該のレジスト層を溶解させる、請求項１３
記載の方法。
【請求項１５】
　前記犠牲層の被着前に少なくとも１つの電気素子を前記支持体基板の前記第２の表面に
被着し、当該の電気素子を前記ステップＤの後にキャップの下方に配置する、請求項１３
または１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記ステップＢにおいて前記カプセル化層として少なくとも１つの金属層を被着する、
請求項１３から１５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　前記犠牲層上に直接にプラスティックシートを例えばラミネーションにより被着する、
請求項１３から１６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　前記犠牲層上またはその上の前記プラスティックシート上に前記金属層を被着するため
にベースメタライゼーションを蒸着するかまたはスパッタリングし、続いてこれを電気化
学的プロセスまたは無電流の堆積プロセスにおいて溶剤により強化する、請求項１６また
は１７記載の方法。
【請求項１９】
　全てのステップを行い、ここで、大面積の支持体基板の一方の表面上に複数のキャップ
の列を形成し、相応の数の電気音響変換器を反対側の表面に被着する、請求項１３から１
８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２０】
　前記ステップＥにおいて前記電気音響変換器をはんだ付けするかまたは導電性接着剤に
よって接着する、請求項１３から１９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２１】
　前記ステップＥの後に前記支持体基板の前記第１の表面上に金属を蒸着するかまたはス
パッタリングし、少なくとも前記電気音響変換器の前記音波有力開口を覆う、請求項１３
から２０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２２】
　前記音波入力開口の大きさに適合するガラスビーズまたは他の誘電体の球をはめ込むか
または揺すり入れることによって当該の音波入力開口をふさぐ、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　請求項１から１２までのいずれか１項記載のマイクロフォンの配線板への組み込み方法
において、
　電気音響変換器を収容する切欠を配線板に設け、
　該電気音響変換器およびキャップを備えた支持体基板を該電気音響変換器が前記切欠内
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へ突出するように前記配線板上にはんだ付けまたは接着し、
　マイクロフォンのはんだ付け可能なコンタクトを前記支持体基板の第１の表面上で前記
配線板の下面の相応のコンタクトへ電気的に接続する
ことを特徴とするマイクロフォンの配線板への組み込み方法。
【請求項２４】
　前記配線板の前記切欠の内部を金属によってコーティングする、請求項２３記載の方法
。
【請求項２５】
　前記電気音響変換器と前記切欠の内壁とのあいだの空隙を封止材料によって閉鎖する、
請求項２３または２４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　モバイル通信機器に用いられる電子部品については微細化の要求がますます高まってい
る。特に、構造高さが高く、モバイル通信機器の設計の制限となるマイクロフォンに対し
てはこの要求が大きい。
【０００２】
　米国公開第２００５／０１８５８１２号明細書から、ＭＥＭＳ素子として構成されたマ
イクロフォンと半導体チップとがベースプレート上で共通のキャップによってカバーされ
ているマイクロフォンケーシングが公知である。ベースプレートはキャップの反対側の下
面に音波入力開口を有しているので、モジュール全体は音源とは反対側の配線板の後面に
はんだ付けされる。このために相応の孔を配線板に形成しなければならない。別の実施例
では、音波入力開口はキャップ内の表面に設けられ、モジュールのベースプレートは配線
板のうち音源へ向かう表面に被着される。
【０００３】
　本発明の課題は、マイクロフォンの実装される配線板からの構造高さを低減することの
できる微細構造のマイクロフォンを提供することである。
【０００４】
　この課題は本発明の請求項１に記載された特徴を備えたマイクロフォンによって解決さ
れる。本発明の有利な実施形態およびマイクロフォンの製造方法は従属請求項に記載され
ている。
【０００５】
　上述したマイクロフォンの欠点は、ＭＥＭＳチップの高さによって電気素子の全高が定
められているため、これ以上全高を低減できないということである。この問題を解決する
ために、配線板の厚さを利用して、全高を定めるＭＥＭＳチップの高さを収容することの
できるマイクロフォンが提案される。そのため、平坦な支持体基板にこの支持体基板を貫
通する切欠が設けられ、切欠の少なくとも一部を覆うようにして第１の表面に電気音響変
換器が配置される。第１の表面に対向する第２の表面には、切欠を覆うように直接に支持
体基板に載置されるキャップが配置され、このキャップが切欠の上方に架けわたされて基
板の第２の表面に密に接合される。キャップは電気音響変換器の電磁遮蔽のために少なく
とも１つの金属層を有する。
【０００６】
　こうしたマイクロフォンは実装の際には音源と反対側の配線板の後面に配置される。こ
のとき配線板の孔に電気音響変換器が収容される。従来用いられている配線板の厚さは約
０．５ｍｍ～１．２ｍｍであり、特にＭＥＭＳ素子として構成される電気音響変換器を配
線板の孔に完全に埋め込むことができる。配線板の表面の上方で測定される組み込み後の
マイクロフォンの全高はキャップの高さに支持体基板の厚さを加えただけの値となる。当
該の全高は１０分の数ｍｍの範囲となる。
【０００７】
　電気音響変換器は有利にはシリコンウェハ上に形成されるＭＥＭＳ素子である。電気音



(5) JP 2009-515443 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

響変換として公知のあらゆる方式が適用可能であるが、特には容量方式または圧電方式で
動作する変換器が有利である。こうした素子は公知であり、音波の音響エネルギによって
メンブレインまたは他の可動部材を振動させ、適切な変換方式によってこの振動を電気信
号へ変換するという共通の特性を特徴としている。
【０００８】
　支持体基板はマイクロフォン機能と直接に協働し直接にマイクロフォンに接続された別
の能動素子および／または受動素子とともに実装することができる。こうした素子は特に
インピーダンス変換器ないし増幅器、ローパスフィルタ、信号プロセッサ、Ａ／Ｄ変換器
または電気音響過負荷の保護のためのＥＳＤ保護素子などである。有利には、付加的な電
気素子は、支持体基板のうち電気音響変換器と反対側の表面のキャップの下方に配置され
る。キャップは、このキャップと支持体基板とのあいだに中空室が形成されるように架け
わたされる。この中空室は、背面容積、すなわち、電磁音響変換器に対する基準部として
用いられる。
【０００９】
　キャップは完全に金属から構成され、支持体基板にはんだ付けまたは接着される。これ
に代えて、キャップを非金属材料から形成し、金属層でコーティングしてもよい。また、
有利には、キャップの外面に必ずしも金属コーティングを被着しなくてもよい。非金属の
支持体材料として、キャップは一方側が金属層でコーティングされたプラスティック層、
例えばプラスティックシートを含む。
【００１０】
　支持体基板は有利には少なくとも１つのメタライゼーション面を有しており、このメタ
ライゼーション面は電気端子および電気線路としてパターニングされている。少なくとも
電気音響変換器を支持する第１の表面には電気音響変換器および電気音響素子に接続され
るコンタクトが配置される。
【００１１】
　第２の表面のキャップの下方に配置された電気素子に対する電気的接続は支持体基板内
に集積された線路、特にスルーコンタクトを介して行われる。また、有利にはシリコンウ
ェハ上に電気音響変換器に相応する端子を形成し、ワイヤコンタクトを介して支持体基板
の第１の表面の端子面に接続することもできる。素子は支持体基板内の切欠を通るボンデ
ィングワイヤを介して電気音響変換器に接続することもできる。素子はボンディングワイ
ヤを介して支持体基板の第２の表面の相応の端子面へ接続することができる。この端子面
は支持体基板を貫通するスルーコンタクトを介して支持体基板の第１の表面の相応のコン
タクトに接続される。さらに、素子を直接に第２の表面の相応のコンタクトに例えばフリ
ップチップデバイスとして接続することもできる。電気的な接続は導電性接着剤またはは
んだ付けにより行われる。同様に電気音響変換器は接着およびワイヤボンディングされる
か、相応のコンタクト面にはんだ付けされるか、または、導電性接着剤により接着される
。
【００１２】
　支持体基板は多層構造を有し、内部に少なくとも１つの第２のメタライゼーション面を
有する。ここで第２のメタライゼーション面は線路またはワイヤとして実現される。また
、メタライゼーション面の適切なパターニングにより、１つまたは複数のメタライゼーシ
ョン面に受動素子、例えばキャパシタンス、インダクタンスまたは抵抗を形成することが
できる。相応に受動素子を線路へ接続することにより、マイクロフォンの他の機能部また
はマイクロフォンと協働する素子が実現される。個々の金属化面はスルーコンタクトによ
って相互に接続される。有機積層体から成る支持体基板内に活性の半導体素子すなわちＩ
Ｃが埋め込まれる。
【００１３】
　電気音響変換器は変換のために変換器電極を備えた少なくとも１つの圧電層を有する。
変換器電極は圧電層において音響エネルギによって形成されたバルク音波を電気信号へ変
換するように構成されている。有利には変換器電極は圧電層の両側に配置されている。た
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だし、バルク波を変換するための変換器電極と音響表面波または音響せん断波を変換する
ための適切な変換器とを距離を置いて一方側に配置することもできる。
【００１４】
　第２の表面に載置されるキャップはマイクロフォンの後面の電磁遮蔽部となる。有利に
は、電気音響変換器の音源に近いほうの表面にも電磁遮蔽部が設けられる。このために支
持体基板の第１の表面の電気音響変換器の一部に遮蔽層が被着される。当該の電気音響変
換器上の遮蔽層はメンブレインではなく電気音響変換器の振動吸収部分に被着される。
【００１５】
　これに代えて、配線板のうち音源に近いほうの表面に遮蔽部を設けてもよい。この場合
、音源に向かう配線板の開口は音波透過性であって特に網状に構成された遮蔽部によって
カバーされている。当該の遮蔽部は例えば金網または金属コーティングされた網、金属多
孔性シートまたは金属コーティングされた多孔性シート、金属コーティングされた多孔性
メンブレインまたは多孔性プレートである。
【００１６】
　他の電磁遮蔽部を配線板の内部に設けることもできる。これにより例えば電気音響変換
器のための配線板の孔を内部から導電性を有するようにコーティングすることができる。
また、配線板の孔は一連の金属の構造体、例えばスルーコンタクトの冠部を包囲するよう
に配線板内部に設けることもできる。
【００１７】
　有利には、電磁遮蔽部に対して設けられたメタライゼーション面の全体がアース電位な
いしグラウンド電位へ接続され、静電的な障害電圧またはその他の障害電圧が確実に導出
されて電気素子が保護されるか、および／または測定信号の電磁的障害が阻止される。
【００１８】
　以下に図示の実施例に則して本発明のマイクロフォンおよびマイクロフォンの製造方法
を詳細に説明する。図は概略的なものであり縮尺通りに描かれていないため、ここからは
絶対的寸法も相対的寸法も引き出せないことに注意されたい。
【００１９】
　図１には金属のキャップを備えたマイクロフォンが示されている。図２には金属コーテ
ィングされたキャップと電気素子とを備えたマイクロフォンが示されている。図３にはボ
ンディングワイヤで接続された別の電気素子を有するマイクロフォンが示されている。図
４には配線板上に実装された電気素子が示されている。図５には配線板上に実装された電
気素子と電気音響変換器の上方の付加的な遮蔽部とが示されている。図６にはカプセル化
されたマイクロフォンの製造方法が示されている。図７には電気音響変換器の上方の付加
的な遮蔽部の形成方法が示されている。図８には共通の支持体基板上に２つの電気音響変
換器を備えたマイクロフォンが示されている。
【００２０】
　図１には本発明の簡単なマイクロフォンの概略断面図が示されている。当該の装置は支
持体基板ＴＳ上に被着されている。この支持体基板ＴＳは有機材料またはセラミック材料
から成り、特に少なくとも１つのメタライゼーション面、有利には複数の電気的な絶縁材
料層間に埋め込まれたメタライゼーション面を備えた積層体として構成されている。パタ
ーニングされたメタライゼーション面には能動素子および受動素子が実現され、これは特
にＨＴＣＣまたはＬＴＣＣから成るセラミック積層体となる。支持体基板ＴＳにはガラス
またはケイ素が適している。有利には基板の厚さは０．１ｍｍ～０．５ｍｍである。これ
より大きな層厚さももちろん可能であるが、その場合、コストが高くなるうえ、電気素子
ないしマイクロフォンのさらなる微細化が必要となる。
【００２１】
　支持体基板には切欠ＡＮが設けられる。第１の表面には音響変換器ＷＡが配置され、切
欠を完全に覆っている。電気音響変換器ＷＡは特にはＭＥＭＳ素子（マイクロエレクトロ
メカニカルシステム素子）であり、マイクロメカニカルプロセスによって有利にはケイ素
などの単結晶材料上に製造されるセンサである。当該のセンサは容量方式または圧電方式
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にしたがって動作する。音響変換器の単結晶の基板材料には異方性エッチングにより内部
へ向かって細くなる開口部が形成される。この開口部の底に、音響エネルギによって振動
するメンブレインないし相応に構成された舌片が配置されている。第２の表面には切欠を
覆うキャップＫが載置されている。このキャップは切欠を包囲するように配置され、支持
体基板ＴＳの表面に気密に接合される。ただし、周囲圧との圧力補償を緩慢に行うため、
意図的に気密性を低減してもよい。このようにすれば、閉鎖された後面の背面容積ＲＶが
得られ、電気音響変換器はこれを基準部として用いることができる。
【００２２】
　キャップは円形、多角形その他の任意の形状の断面を有し、また、少なくとも１つの金
属層を有するか、完全に金属から成る。
【００２３】
　図２にはマイクロフォンの別の実施例が示されている。ここでは、キャップの下方の支
持体基板ＴＳの第２の表面に付加的に半導体素子ＨＬＢが配置されている。またここでは
キャップＫも修正されている。この実施例のキャップはプラスティックシートＫＦ、特に
ラミネートシートおよびその上に被着された金属層ＭＳから成る。有利には、プラスティ
ックシートＫＦがパターニングされ、面積の大きな金属層ＭＳがプラスティックシートに
完全に重ねられ、このようにして形成されたシートが切欠を包囲するように支持体基板Ｔ
Ｓの表面に密に接合される。少なくとも金属層は少なくとも１つの位置でアース電位に接
続され、このアース電位は支持体基板上でそこに存在するメタライゼーションの構造体に
印加される。
【００２４】
　また図２では、支持体基板の第１の表面上にはんだ付け可能なコンタクトＬＫが示され
ている。このコンタクトＬＫは適切な手段で電気音響変換器ＷＡおよび半導体素子ＨＬＢ
に接続される。電気的な接続は、当該の表面に被着された導体路を介して行われる。また
、支持体基板を通って延在する線路を設けてもよい。
【００２５】
　図示されてはいないが、別の実施例として、種々の半導体素子または受動素子をキャッ
プＫの下方の第２の表面に配置し、電気音響変換器ＷＡと接続してもよい。特に有利には
、１つまたは複数の半導体素子は例えば表面波素子をベースにしたレゾネータ（表面波レ
ゾネータ）として構成される電気音響変換器ＷＡとともに発振器回路を形成する。さらに
、支持体基板内または支持体基板の第２の表面上の素子として、電気音響変換器の温度凝
縮に用いられる手段を実現することができる。こうして能動制御または適切な補償手段を
介した受動制御により温度特性が補償される。
【００２６】
　図３にはマイクロフォンの別の実施例が示されている。ここでは、半導体素子ＨＬＢお
よび電気音響変換器ＷＡの双方またはこれらのいずれか一方が接着層ＫＳを介して支持体
基板ＴＳに固定されている。電気的な接続は上述したようにボンディングワイヤＢＤを介
して行うことができる。ここで支持体基板ＴＳの切欠ＡＮを通って延在するボンディング
ワイヤＢＤが半導体素子ＨＬＢと電気音響変換器ＷＡとを相互に電気的に接続する。また
、支持体基板ＴＳの表面に被着されたメタライゼーション面への少なくとも１つの電気的
な接続を、導電性の接着層ＫＳを介して行ってもよい。ここで、特に有利には、異方的な
導電性を有する接着剤、すなわち、支持体基板の表面に対して垂直なＺ方向のみに導電性
を有する接着剤が利用される。
【００２７】
　図４にはマイクロフォンがその全高が低減された状態で配線板ＬＰ上に固定される実施
例の概略断面図が示されている。このために、単層または多層のプレートおよび１つまた
は複数のメタライゼーション面から成る配線板ＬＰに、電気音響変換器ＷＡを収容するの
に充分な大きさに設計された開口部ＯＥが設けられている。支持体基板の第１の表面が配
線板に固定され、電気音響変換器ＷＡは開口部ＯＥ内へ突出する。配線板および電気音響
変換器が従来と同様の厚さを有するのであれば、電気音響変換器ＷＡは完全に開口部ＯＥ
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内に収容され、配線板の反対側の表面には突出しない。支持体基板のコンタクトと配線板
とのあいだの電気的な接続は導電性接着剤またははんだ付けにより行われる。図では概略
的にしか示されていないが、第２の表面は電磁的に外界から遮蔽され、障害なく動作でき
るマイクロフォンが得られる。
【００２８】
　図５には配線板ＬＰへの組み込み後のマイクロフォンの実施例が示されている。このマ
イクロフォンではさらに確実な動作および反対側の素子の電磁遮蔽が達成される。このた
めに、例えば音響変換器ＷＡの中間スペースおよび開口部ＯＥの内側に封止材料ＤＭ、例
えば硬化される反応性樹脂が充填される。配線板ＬＰのうち支持体基板ＴＳとは反対側の
表面の開口部ＯＥは多孔層ＰＳまたは網またはメッシュによってカバーされる。これらの
多孔層、網またはメッシュは、それぞれの表面が金属化されているかまたは完全に金属材
料から成っている。図示されてはいないが、多孔層ＰＳと同じ側の配線板ＬＰの表面に第
２のメタライゼーション面が被着されている。有利には遮蔽層全体がアースされている。
【００２９】
　これに代えてまたはこれに加えて、図５の下面の電気音響変換器ＷＡに図７に示されて
いるような別の遮蔽層ＡＳを設けることもできる。また、開口部ＯＥの内壁を金属化して
もよい。さらに、配線板内で開口部の周囲に、当該の開口部を包囲するスルーコンタクト
から成る遮蔽格子を設けることもできる。
【００３０】
　図６にはマイクロフォンの製造方法の各ステップの概略断面図が示されている。ここで
は、まず前述した支持体基板ＴＳが基礎となっている。支持体基板は単層または多層であ
ってよく、導体路およびそこから形成される線路を含む少なくとも１つのメタライゼーシ
ョン面を有する。支持体基板の第１の表面（図では下面）にははんだ付け可能なコンタク
トＬＫが形成されており、このコンタクトは支持体基板ＴＳの表面の相応の導体路に接続
されている。対向側の第２の表面には半導体モジュールＨＬＢが配置されており、有利に
はこれも導体路にコンタクトされている。これらの接続は上述したように図示されていな
いフリップチップコンタクトまたはボンディングワイヤを介して行われる。有利には、フ
リップチップコンタクトは異方的な導電性を有する接着剤によって製造されている。つま
りここでのコンタクトは接着剤層に対して垂直方向にのみ導電性を有する。こうして唯一
の接着剤層により複数の並列な電気線路が製造され、その際にも接着剤層による短絡は起
こらない。図６のＡはこの段階における構造を示している。
【００３１】
　次の段階では第２の表面の半導体モジュールＨＬＢ上に犠牲層ＯＳが被着される。犠牲
層ＯＳは適切なプロセスにより溶解可能な材料、例えばペーストまたは有機材料、特にレ
ジスト膜から形成される。犠牲層ＯＳは直接に例えば印刷プロセスによってパターニング
された状態で被着されるので、ペーストまたは相応の粘性のプラスティック材料が適する
。また犠牲層を大きな面積で塗布し、続いてパターニングしてもよい。
【００３２】
　犠牲層ＯＳとしてフォトレジスト、特に積層可能なドライレジストシートが用いられる
場合、パターニングは簡単にフォトリソグラフィプロセスのフォトレジストの露光および
現像によって行われる。パターニングによって形成される犠牲層の容積の部分は後にキャ
ップによってカバーされる背面容積に相当する。図６のＢはこの段階における構造を示し
ている。
【００３３】
　次のステップでは多層のキャップの第１の層、例えばプラスティックシートＫＦが形成
される。有利には、当該のシートは可塑変形可能な状態において例えばラミネーションま
たはシートの成型により被着され、続いて硬化される。ラミネーションは、高温のもとで
上側から機械的圧力をかけて、または下側から排気して真空にして行われる。プラスティ
ックシートは例えば厚さ約２０μｍを有する。このような厚さのシートは良好に処理され
、後に金属化される厚い表面を形成する。これより大きな層厚さももちろん可能であるが
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、必ずしもそうする必要はない。
【００３４】
　次のステップでは、図６のＤに示されているように、金属層ＭＳがプラスティックシー
トＫＦ上に形成される。これは有利には２段階のプロセスで行われる。すなわち、まずベ
ースメタライゼーションないし適切な接着層がスパッタリングされ、続いて強化される。
ベースメタライゼーションまたは接着層として、特に、チタン、ニッケル、クロム、タン
グステンおよび銅のうち１つまたは複数の金属が適する。強化は有利には電気化学的にま
たは無電流で銅またはニッケルを用いて行われる。金層またはニッケル層を付加的にコー
ティング層として設けることもできる。本発明の方法の変形例として、犠牲層ＯＳがメタ
ライゼーション可能であるかぎり、プラスティックシートを省略して、金属層を直接に犠
牲層上に被着することができる。
【００３５】
　マイクロフォンの遮蔽部に良好に適する端部の厚さは１０μｍ～１００μｍである。こ
れより大きな層厚さももちろん可能であるが、遮蔽に必須というわけではない。
【００３６】
　金属層ＭＳは支持体基板ＴＳの第２の表面に接続されるように被着される。これにより
必要に応じて支持体基板への気密な封止が可能となる。金属層のパターニングはベースメ
タライゼーションまたは接着層を形成した後に行うこともできる。メタライゼーションの
下方にリフトオフ層を被着し、メタライゼーションまたは金属層ＭＳの製造後にリフトオ
フプロセスにおいてその上に存在する金属層とともにこれを除去することもできる。
【００３７】
　このようにして形成されたプラスティックシートおよび金属層から成るキャップは、パ
ターニング後に除去される犠牲層ＯＳの周囲全体に存在する。このステップに対して支持
体基板ＴＳに切欠ＡＮが形成され、この切欠を通して第１の表面から犠牲層にアクセス可
能である。図６のＥには切欠が形成された後の構造が示されている。
【００３８】
　また、切欠を早い段階で、例えば半導体モジュールＨＬＢの形成前または犠牲層ＯＳの
形成前に形成してもよい。ドライレジストシートが犠牲層となる場合、特に犠牲層を切欠
の上方に架けわたすことができる。
【００３９】
　当該の切欠は、支持体基板の材料に応じて、多孔化、フライス切削、エッチング、レー
ザービーム切削、サンドビーム切削、打ち抜きまたは超音波エロージョンなどのプロセス
により形成される。切欠を通した犠牲層の除去は、溶剤、例えば有機犠牲層に対する有機
溶剤またはペーストに対する水性溶剤により行われる。犠牲層の溶解はさらに超音波によ
り支援することもできる。
【００４０】
　続いて電気音響変換器ＷＡが切欠の上方の第１の表面に被着され、導体路を介して支持
体基板に電気的に接続される。電気的な接続は特に異方的導電性を有する接着剤により行
うこともできる。また、バンプ技術を用いた他のフリップチッププロセスも可能であり、
この場合、コンタクトの形成に続いて、電気音響変換器と支持体基板とのあいだの空隙が
適切な材料、特にアンダフィラによって封止される。電気音響変換器は有利にはＭＥＭＳ
構造の薄膜構造体を支持する側で支持体基板に被着されている。ただし、電気音響変換器
と特にシリコンチップの被着された支持体基板とをスルーコンタクトを介して接続するこ
ともできる。
【００４１】
　図６のＦに完成したマイクロフォンが示されている。ここではキャップ、支持体基板お
よび切欠を封止する電気音響変換器ＷＡとのあいだに背面容積ＲＶが存在し、この背面容
積ＲＶが電気音響変換器の圧力の基準部として用いられる。
【００４２】
　図７には複数の電気音響変換器を金属化する手段が示されている。このとき、音波入力
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開口、特に電気音響変換器のメンブレインがメタライゼーションから保護されるようにす
る。このために、図７のＡに示されているように、相応の数の電気音響変換器ＷＡが支持
体基板または補助支持体上に実装される。
【００４３】
　続いて、概略的に示されているメンブレインに通じる電気音響変換器の開口部のなかに
適切な径を有する小さな球がはめ込まれるかまたは揺すり入れられる。当該の球の径は、
当該の球が電気音響変換器に充分な影を形成するように調整されている。適切な球の径は
例えば０．５ｍｍ～２ｍｍであり、これは有利にはガラスビーズである。簡単な実施例で
は、こうした球が電気音響変換器の背面の開口にも設けられる。ガラスビーズは電気音響
変換器の開口部にまだ固定されていないので、余ったものを簡単に除去することができる
。図７のＢには開口部に配置されたガラスビーズＧＫを有する電気音響変換器が示されて
いる。
【００４４】
　次のステップではメタライゼーションが遮蔽層ＡＳの形態で、異方的に、つまり表面に
対して垂直に所望の層厚さで被着される。カバーとなる遮蔽層ＡＳはスパッタリングまた
は蒸着により被着される。
【００４５】
　遮蔽層ＡＳが直接に共通の支持体基板ＴＳおよびその上に配置された完成したマイクロ
フォンの上方に被着される場合、大面積で遮蔽層を被着するまえに電気端子を例えばカバ
ーにより保護することが必要となる。このためにメタライゼーションの際に支持体基板上
でひな型が用いられる。
【００４６】
　遮蔽層が充分な異方性を有するプロセスによって被着される場合、球の赤道の下方に存
在する領域に遮蔽層を設けず、球の表面の遮蔽層と電気音響変換器の表面とのあいだを接
続しないままとしてよい。したがって球は遮蔽層の形成後に簡単に除去される。図７のＤ
には所望の位置で金属化された電気音響変換器を有する装置が示されている。
【００４７】
　図８には２つまたはそれ以上の電気音響変換器を備えたマイクロフォンの実施例が示さ
れている。複数の電気音響変換器ＷＡは支持体基板ＴＳの専用の切欠の上方に形成されて
いる。この切欠は第２の表面において共通のキャップＫによって覆われている。ここで、
有利には、背面容積ＲＶが、それぞれの電気音響変換器ＷＡに対する固有のスペースに分
割される。この分割は図８に示されているように半導体モジュールＨＬＢによって行われ
る。このために犠牲層ＯＳは半導体モジュールの上方エッジが突出しないようにパターニ
ングされる。複数の電気音響変換器が使用される場合、図８には見取りやすさのために簡
単にしか示されていないが、複数の半導体モジュールを設けることが必要となることもあ
る。ただし、複数の電気音響変換器を有するマイクロフォンを設けることができる。ここ
で、支持体基板の第２の表面の個々の電気音響変換器ＷＡの領域にそれぞれ専用のキャッ
プが被着され、これにより切欠の上方にそれぞれの背面容積ＲＶが形成される。
【００４８】
　本発明は、図示の実施例に制限されるものではなく、上述した個々の特徴の変更ないし
修正も含む。同じことが有利な実施例に則して説明した製造方法にも当てはまる。特に、
格別のことわりのないかぎり、個々のステップの順序は任意に交換可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】金属のキャップを備えたマイクロフォンを示す図である。
【図２】金属コーティングされたキャップと電気素子とを備えたマイクロフォンを示す図
である。
【図３】ボンディングワイヤで接続された別の電気素子を有するマイクロフォンを示す図
である。
【図４】配線板上に実装された電気素子を示す図である。
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【図５】配線板上に実装された電気素子と電気音響変換器の上方の付加的な遮蔽部とを示
す図である。
【図６】カプセル化されたマイクロフォンの製造方法を示す図である。
【図７】電気音響変換器の上方の付加的な遮蔽部の形成方法を示す図である。
【図８】共通の支持体基板上に２つの電気音響変換器を備えたマイクロフォンを示す図で
ある。
【符号の説明】
【００５０】
　ＷＡ　電気音響変換器／ＭＥＭＳ素子、　ＴＳ　支持体基板、　ＡＮ　切欠、　Ｋ　キ
ャップ、　ＨＬＢ　半導体素子、　ＫＦ　プラスティックシート、　ＭＳ　金属層、　Ｌ
Ｋ　第１の表面のはんだコンタクト、　ＫＳ　接着剤層、　ＤＫ　スルーコンタクト、　
ＡＳ　第１の表面の遮蔽層、　ＯＳ　犠牲層、　ＬＫ　導電性接着剤、　ＧＫ　ガラスビ
ーズ、　ＬＰ　配線板、　ＯＥ　配線板の開口部または孔、　ＤＭ　ＭＥＭＳ素子と孔と
接合部の封止材料、　ＲＶ　背面容積、　ＢＤ　ボンディングワイヤ、　ＰＳ　多孔層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】
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【図６Ｅ】

【図６Ｆ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図７Ｄ】

【図８】
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